
部会ニュース「6-69」 

 

■介護サービス事業者経営情報、サービス種別ごとの報告も可 厚労省 

  

・今年度から原則全ての介護事業者に経営情報の報告を求める新たな制度について、厚生労

働省は、やむを得ない場合に限ってサービス種別ごとの報告を認めると、介護関係団体や

都道府県に周知した。また、都道府県単位ではなく、法人の全国の事業所データを 1 つに

まとめて報告することでも差し支えないとしている。 

 

・この制度では、原則として全ての介護事業者が都道府県に経営情報を毎年度報告する必要

がある。ただし、運営する全ての事業所や施設が▽過去 1 年間の介護報酬が計 100 万円

以下▽災害などにより報告を行うことができない正当な理由がある－のいずれかに当て

はまる事業者は報告義務の対象外となる。 

 

・初回は 2025 年 1 月から 3 月までに、原則として事業所・施設単位で報告する。ただ、事

業所や施設ごとの会計区分を行っていないなど、やむを得ない場合は法人単位で報告し

てもよい。 

 

・厚労省は 20 日に介護関係団体などに出した関連の Q＆A で、事業所や施設単位での報告

が難しいものの、法人内のサービス種別ごとの報告が可能ならサービス種別ごとの報告

でも差し支えないとの解釈を示した。この制度では、25 年度以降は毎会計年度が終了し

てから 3 カ月以内に報告しなければならない。 

 

・厚労省は Q＆A で、25 年度以降について会計監査に時間がかかってやむを得ず 3 カ月以

内に報告できない場合は、監査が終了した後に早急に提出する対応も認めるとした。ただ

し、こうした事情がある場合には管轄の都道府県の担当部局とあらかじめ相談するよう

促している。 

 

・報告事項の職種別の人数については、会計年度の初日の属する月に給与を支払った職員数

を報告するよう求めている。 

 

・厚労省はまた、介護保険法のいわゆる「みなし指定」の保険医療機関なども新制度での報

告の対象となるとの考え方も示した。ただしその場合でも、運営する全ての事業所や施設

の過去 1 年間の介護報酬が計 100 万円以下なら報告を求めない。 

  

・一方、介護報酬が計 100 万円を超えるケースでは原則として介護サービスに係る部分に



ついて報告を求めるが、医療分と分けて報告できなければ合算した内容の報告も認める。

その場合は医療での事業収益や延べ在院者数に係る事項をできる限り報告するよう求め

ている。 

  

※詳細は下記の資料をご参照ください。 

○介護保険最新情報 Vol.1305「介護サービス事業者経営情報の報告等に関する Q＆A」 

 発出について（事務連絡） 

 （令和６年８月 20 日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課） 

 https://www.mhlw.go.jp/content/001291727.pdf 
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